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項番 項 目 説 明 

 

１ 

 

 

申告書等確認 

 

提出された申告書の記載事項、添付書

類等を確認します。 

 

２ 

 

 

内容調査及び 

実地調査 

 

申告された内容が地方税法に定められ

た要件を満たすかどうか調査します。 

 

３ 

 

 

決定手続 

 

都税事務所長が減額の可否の決定を行

います。 

 

４ 

 

 

決定後事務処理 

 

決定した内容について、電算入力等の

事務処理を行います。 

 

５ 

 

 

通知 

 

申告者に通知します。 
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申告書等 

確認 

事務名 住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額事務 作成部署 主税局資産税部固定資産税課不動産取得税班 03-5388-3009 
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